
土浦市有機栽培農園事業実施要領

改 正 令和 ８年 ４ 月１ 日

（趣 旨 ）

第 １ 条 この 要 領 は，農業 者以 外の 人 々を 対象 に 土 に親 しむ 機 会を 与

え，有機 栽 培に よる 野 菜作 り等 の 農作 業 体験 を通 じ て，農 業 に対 す

る理 解 を深 め るた め設 置 する 土浦 市 有 機栽 培農 園（以下「 農園 」と

いう 。）の 運営 に 関し 必要 な 事項 を定 め るも の とす る。

（農 園 の名 称 等）

第 ２ 条 農園 の 名 称，位 置 及 び区 画数 は 次の とお りと す る 。

（農 園 利用 期 間）

第 ３ 条 農園 を 利 用でき る 期 間は ，毎 年４ 月１ 日 か ら翌 年の ３ 月３ １

日ま で とす る 。

（農 園 利用 料 ）

第 ４ 条 農園 の １ 区画当 た り の利 用料（以 下「 利用 料 」と いう 。）は ，

次の と おり と する 。

（農 園 利用 者 の資 格等 ）

第 ５ 条 農園 を 利 用でき る 者 は，市 内に 住 所を 有す る 者で あっ て ，農

業者 で ない も のと し，利用 でき る 区画 数 は，１ 人 当た り１ 区 画と す

る。

（農 園 利用 の 申込 み）

第 ６ 条 農園 を 利 用しよ う と する 者は ， あら かじ め定 め る 期間 内に ，

農 業 関 係 機 関 の 職 員 及 び 農 園 の 土 地 所 有 者 で 構 成 す る 土 浦 市 市 民

農園 協 議会 （ 以下 「協 議 会」 とい う 。） に対 し ，入 園申 込 書に より

利 用 の申 込み を し なけ れば なら な い。

（農 園 利用 者 の継 続利 用 ）

第 ７ 条 現 に 農 園 を 利 用 し て い る 者 が 次 年 度 の 継 続 利 用 を 希 望 す る

場合 は ，他 者に 優先 し て継 続利 用 する こ とが でき る 。継続 利 用の 申

込み に つい て は , 前条 の 規定 によ る 。

名 称 位 置 区 画 数

西 根農 園 土 浦 市 中 村 西 根 １ ８ ３ ３ 番 地 １ ３ ０（１ 区 画 ２ ０ ㎡ ）

農 園の 名 称 年 額

西 根 農園 ５ ，５ ００ 円



（農 園 利用 者 の決 定）

第 ８ 条 農園 を 利 用で きる 者 の決 定は ，第 ６条 の 入 園の 申込 み をし た

者に 対 して ，農園 利 用決 定通 知書 も しく は農 園 利 用料 領収 書 の交 付

を以 っ て決 定 とす る。

（ 禁 止事 項）

第 ９ 条 利用 者 は ，次に 掲 げ る行 為を し ては なら ない 。

（ １ ） 農 園 を 野 菜 等 の 農 作 物 （ 以 下 「 農 作 物 」 と い う 。） の 有 機 栽 培

を行 う以 外 の 用途 に使 用 する こと 。

（ ２ ）農 園内 に 工 作物 を設 置 する こと 。

（ ３ ）農 園に お い て化 学肥 料 及び 化学 合 成農 薬を 使用 す る こと 。

（ ４ ）農 園内 で 火 気を 使用 す るこ と。

（ ５ ）農 園を 利 用 者以 外の 者 に貸 し出 す こと 。

（ 留 意事 項）

第 １ ０条 利 用 者 は，次に 掲げ る事 項 に留 意し て 農 園を 利用 し なけ れ

ばな ら ない 。

（ １ ）利用 す る区 画に 接 する 管理 用 の通 路 の雑 草を 除 去し ，当 該通 路

や ほ か の 利 用 者 が 利 用 す る 区 画 を 農 作 物 が 侵 す な ど ほ か の 利 用

者に 迷惑 を か ける こと の ない よう 努 めな け ればな ら な い。

（ ２ ）契約 期 間が 終了 し た時 点に お いて ，利用 し て いた 区画 に 残存 物

があ る場 合 は ，自 己 の責 任 にお いて 当 該残 存物 を 処分 し，協議 会

に原 状回 復 の 確認 を受 け なけ れば な らな い 。原 状回 復が な され て

いな い場 合 は ，協 議会 は利 用者 に 対し て原 状 回 復に 掛か っ た費 用

を請 求す る こ とが でき る 。

（ ３ ）農 園で 栽 培 する 農作 物 は， 自家 消 費の もの に限 定 す るこ と。

（ ４ ）農園 に おい ては ，樹 木等 の永 年 性の 作物 及 び 複数 年に わ たっ て

栽培 する 作 物 の作 付け を しな いこ と 。

（ ５ ）農園 の 良好 な環 境 を保 全す る ため ，騒音 又 は 悪臭 の発 生 の防 止

に努 めな け れ ばな らな い 。

（ ６） 農 園の 利用 に 係る ゴミ は ，各 自 持ち 帰る こ と。

（退 園 の届 出 ）

第 １ １条 退 園 は ，退 園 届に より 退 園す る 。年 度 途 中で 退園 す る場 合

は，前 条（ ２）の規 定に よ り原 状回 復 しな け れば なら な い。農園 利

用料 の 返還 は しな い。

（ 農 園の 管理 運 営 ）



第 １ ２条 農 園 の 管理 及び 運 営は ，協 議 会が 行う もの と す る。

２ 利用 者に 対 す る農 作物 の 栽培 のた め の助 言及 び指 導 は ，有 機栽 培

指導 者 及び 協 議会 が行 う こと とす る 。

（そ の 他）

第 １ ３条 こ の 要 領に定 め る もの のほ か ，農園 の 運 営に 必要 な 事項 は，

協議 会 が別 に 定め る

付 則

この 要 領は ， 平成 ２１ 年 １０ 月３ ０ 日 から 施行 する 。

この 要 領は ， 令和 ４年 ４ 月１ 日か ら 施 行す る。

この 要 領は ， 平成 ８年 ４ 月１ 日か ら 施 行す る。


